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提出書類記載上の注意事項 
 
（１～４は現行のとおり） 
５ 請求書 
（１） 契約代金の支払請求時に業務委託担当者に提出する。 
（２） 支払金振込口座登録済の受託者は、債主登録番号を記入する。 
（３） 支払金振込口座登録をしていない受託者は、支払金口座振替依頼書を添付する。 
（４） 適格請求書発行事業者は、登録番号を記入する。 
    また、請求書提出までに、登録通知書又は国税庁適格請求書発行事業者公表サイトの写しを  
   提出する。 
    なお、複数回支払請求を行う場合は、写しの提出は初回のみでよい。 
（６～１１は現行のとおり） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

提出書類記載上の注意事項 
 
（略） 
５ 請求書 
（１） 契約代金の支払請求時に業務委託担当者に提出する。 
（２） 支払金振込口座登録済の受託者は、債主登録番号を記入する。 
（３） 支払金振込口座登録をしていない受託者は、支払金口座振替依頼書を添付する。 
 
 
 
 
（略） 
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